
  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 写しの交付申請一覧 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

各実施機関（千葉県議会事務局、千葉県警察本部及び千

葉県公安委員会を除く。）の各課局等及び各出先機関 

個人情報ファイル等の利用目的 行政資料の提供に係る手続きのため。 

記録項目 

１文書番号、２No、３申請者、４申請日（収受日）、５

決定基準日、６行政文書名等、７担当者、８担当課、９

交付方法、１０受領日、１１受領方法、１２受領者、１

３処理日、１４備考 

記録範囲 情報提供を申請した者 

記録情報の収集方法 本人（代理人）からの収集（申請） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ― 



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 行政文書開示請求関係ファイル 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

各実施機関（千葉県議会事務局、千葉県警察本部及び千

葉県公安委員会を除く。）の各課局等及び各出先機関 

個人情報ファイル等の利用目的 
行政文書開示請求に対する適正な開示決定を行うととも

に、関係人の権利利益を保護する機会を与えるため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４開示決定に対する反対

意見の有無及びその内容 

記録範囲 開示請求に係る行政文書に情報が記録されている第三者 

記録情報の収集方法 本人（代理人）からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称） 

①総合窓口（総務部審査情報課） 

②各出先機関窓口 

（所在地） 

①千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

②https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kt/gyouzaisei/s

oshiki/soshiki/index.html（千葉県ホームページ）参照 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 審査請求関係ファイル（行政文書開示決定等に係るもの） 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

各実施機関（千葉県議会事務局を除く。）の各課局等及び

各出先機関 

個人情報ファイル等の利用目的 
行政文書開示決定等に対する審査請求に係る事務の適正な

運用を行うため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４審査請求内容 

記録範囲 審査請求人及びその代理人 

記録情報の収集方法 本人（代理人）からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称） 

①総合窓口（総務部審査情報課） 

②各担当課（所） 

（所在地） 

①千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

②https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kt/gyouzaisei/so

shiki/soshiki/index.html（千葉県ホームページ）参照 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該当

するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 情報公開審査会ファイル 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
総務部審査情報課 

個人情報ファイル等の利用目的 
情報公開審査会における審議等の運営に係る事務の適正

な運用を行うため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４開示請求内容、５審査

請求内容 

記録範囲 審査請求人及びその代理人 

記録情報の収集方法 本人（代理人）からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 情報公開推進会議ファイル 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
総務部審査情報課 

個人情報ファイル等の利用目的 情報公開条例の適正な運用を確保するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４苦情内容又は意見内容 

記録範囲 苦情申出人又は意見提出者 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 保有個人情報開示請求等関係ファイル 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供

される事務をつかさどる組織の

名称 

各実施機関（千葉県警察本部及び千葉県公安委員会を除

く。）の各課局等及び各出先機関 

個人情報ファイル等の利用目的 

保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係

る事務において個人情報の保護に関する法律等の適正な運

用を行うため。 

記録項目 
１氏名、２住所又は居所、３電話番号、４請求内容、５本

人確認情報 

記録範囲 開示（訂正、利用停止）請求者 

記録情報の収集方法 本人（代理人）からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
他の実施機関（千葉県警察本部及び千葉県公安委員会を除

く。） 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

①総合窓口（総務部審査情報課） 

②各出先機関窓口 

（所在地） 

①千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

②https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kt/gyouzaisei/sos

hiki/soshiki/index.html（千葉県ホームページ）参照 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条例

施行規則第2条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

― 



  

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 審査請求関係ファイル（保有個人情報開示決定等に係るもの） 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に

供される事務をつかさどる組

織の名称 

各実施機関の各課局等及び各出先機関 

個人情報ファイル等の利用目

的 

保有個人情報の開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に

対する審査請求に係る事務の適正な運用を行うため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４審査請求内容 

記録範囲 審査請求人 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 

①総合窓口（総務部審査情報課） 

②各担当課（所） 

（所在地） 

①千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

②https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kt/gyouzaisei/soshik

i/soshiki/index.html（千葉県ホームページ）参照 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条例施

行規則第2条第7項に該当するファ

イル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
― 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

― 



  

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 個人情報保護審議会関係ファイル 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
総務部審査情報課 

個人情報ファイル等の利用目的 
千葉県個人情報保護審議会における審議等の運営に係る

事務の適正な運用を行うため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４開示（訂正、利用停

止）請求内容、５審査請求内容 

記録範囲 審査請求人 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 苦情処理関係ファイル 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
総務部審査情報課 

個人情報ファイル等の利用目的 
個人情報の取扱いに関する苦情に係る事務の適正な運用

を行うため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４苦情内容 

記録範囲 苦情申出人 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―    



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 行政不服審査会諮問案件一覧 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
総務部審査情報課 

個人情報ファイル等の利用目的 

千葉県行政不服審査会に係る事務において、行政不服審

査法及び千葉県行政不服審査会条例の適正な運用を確保

するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３審査請求内容 

記録範囲 審査請求人 

記録情報の収集方法 
本人（代理人）からの収集、本人以外（関係機関）から

の収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －    



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 行政不服審査案件一覧表 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
総務部審査情報課 

個人情報ファイル等の利用目的 
審査請求の内容を的確に把握し、適切かつ迅速な処理を

行うため 

記録項目 １氏名、２住所、３審査請求内容 

記録範囲 審査請求人（代理人） 

記録情報の収集方法 審査請求人（代理人）からの収集、処分庁からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 行政文書開示請求管理ファイル 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

各実施機関（千葉県議会事務局、千葉県警察本部及び千

葉県公安委員会を除く。）の各課局等及び各出先機関 

個人情報ファイル等の利用目的 
行政文書開示請求に係る事務において情報公開条例の適

正な運用を行うため 

記録項目 

１受付番号、２登録番号、３請求(申出)者、４行政文書

の件名、５担当課、６実施機関、７件数、８決定結果、

９請求日、１０決定日、１１通知施行日、１２延長後期

限、１３特例期限、１４不開示の理由 

記録範囲 開示請求者 

記録情報の収集方法 本人（代理人）からの収集（申請） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
他の実施機関（千葉県議会事務局、千葉県警察本部及び

千葉県公安委員会を除く。） 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

総務部審査情報課 

〒２６０－８６６７ 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

南庁舎１階 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 工事金入り設計書 進行管理簿 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

各実施機関（千葉県議会事務局、千葉県警察本部及び千

葉県公安委員会を除く。）の各課局等及び各出先機関 

個人情報ファイル等の利用目的 
工事等の金額入り設計書の写しの交付申請の手続きのた

め。 

記録項目 

１文書番号、２受付番号、３収受日、４決定期限、５請

求者、６担当課（所）、７部局、８工事件数、９受領

日、１０受領方法、１１受領者、１２交付方法、１３担

当者、１４結果 

記録範囲 
工事等の金額入り設計書等の写しの交付申請書を提出し

た者 

記録情報の収集方法 本人（代理人）からの収集（申請） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

総務部審査情報課 

〒２６０－８６６７ 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

南庁舎１階 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   


